
越知町農産物加工継続等支援事業補助金交付要綱 

令和５年４月１日告示第１５号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新たに営業許可を取得するために必要な経費について、越知町補助金等

交付規則（平成２５年越知町規則第１９号）第２０条の規定に基づき、越知町農産物加工継

続等支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（目的） 

第２条 食品衛生法の改正に伴い、漬物製造など農産物等の加工・販売に取り組もうとする者

が、新たに営業許可を取得するために必要な機械購入及び施設整備に対し、予算の範囲内で

補助金を交付する。 

 

（補助対象経費及び補助率等） 

第３条 前条に規定する事業（以下「補助事業」という。）の補助事業者、事業内容、補助対象

経費、限度額及び補助率は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 補助事業者の実施する補助事業のうち、町長が特別に認める場合は、この限りではない。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、越知町農産物加工継続等支援

事業補助金交付申請書（様式第１号）及び事業計画書（様式第２号）に必要な書類を添え、

町長に提出するものとする。 

 

（補助条件） 

第５条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(１) この補助金に係る交付要綱等に従わなければならないこと。 

(２) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に

ついての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して３年間整備保管すること。 

(３) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後にお

いても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的にしたがって、

効率的な運用を図らなければならない。 

２ 町は、補助事業者が、この補助金を他の用途に使用した場合、又は補助事業に関して補助

金の交付決定の内容又は前項の補助条件若しくは町の処分に違反したときは、当該補助金の

交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができるも

のとする。 



（交付決定） 

第６条 町長は、第４条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審

査のうえ、適当と認めるときは越知町農産物加工継続等支援事業補助金交付決定通知書（様

式第３号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の変更） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額、又

は２０パーセントを超える減額が生じた場合は、越知町農産物加工継続等支援事業計画変更

承認申請書（様式第４号）及び事業変更計画書（様式第２号）を速やかに町長に提出し、町

長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認め

るときは越知町農産物加工継続等支援事業補助金変更決定通知書（様式第 ３号）により当

該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、越知町農産物加工継続等支援事業

中止・廃止承認申請書（様式第４号）を速やかに町長に提出し、町長の承認を受けなければ

ならない。 

２ 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において

は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（概算払いの請求） 

第 8 条の 2 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払いを受けようとするときは、

概算払請求書（様式第 4 号の 2）を提出しなければならない。 

 

（実績報告及び請求） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、越知町農産物加工継続等支援事業補助金

実績報告書（様式第５号）及び事業実績書（様式第２号）を、補助事業の完了の日若しくは

当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月

３１日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、越知町農産物加工継続等支援事業補助

金交付請求書（様式第６号）を提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第 10 条 第５条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付してい

るときは、町長は期限を定めて、交付した補助金の全額を返還するよう命ずるものとする。 

（その他） 



第 11 条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別表 1 （第３条関係） 

事業名 越知町農産物加工継続等支援事業補助金 

補助事業者 

１．町内に加工施設を設置し、新たに営業許可を取得し販売を目的と

した農産物加工品等を製造し、かつ、市町村税等の納税義務を果た

している者（団体、グループ等は代表者を決めること）。 

２．越知町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成

２５年越知町規則第１８号）第２条第２項第５号に定める 

 暴力団員等に該当しないこと。かつ、将来にわたっても該当しない

こと。 

補助対象要件 

補助事業者の要件は次の要件を満たす者であること 

１．食品衛生法、食品衛生法施行規則（昭和23 年厚生省令第２３号）

に定める基準を満たすための事業であること。 

２．越知町産の農産物等を原材料とし、町内においても販売すること

が見込まれる事業であること。 

３．整備、改修の年度及び翌年から３年間の農産物加工品等の製造販

売が維持されること。 

４．当該事業に対し、他の機関（国・県等）から補助を受けていない

もの。 

補助対象経費 

１．農産物加工施設の新設費又は改修費、給排水設備費 

２．加工品製造に必要な機械器具 

３．その他町長が認めた農産物加工施設等 

※食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得及び届出に係る事務経

費は対象外。  

補助率 

補助対象経費の３分の２以内（算出された金額に千円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。）で上限５０万円と

する。 

 

 

 

 

 

 

 


